
様式第 1号 (乙)(第 2条関係 )

堺市議会議長 裏山 正利 様

収 支 報 告 書

議二甘弓ど:3ごξ  し≪榊〕

令不日5年  4月  30 日

(単位 円)

堺市議会政務活動費の交付に関する条イアll第 7条第 1項の規定により、令和 4年度
政務活動費について次のとお り報告 します。

入

支  出

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等
1政務活動費

2そ の他

3,180,00o

401,738
3,180.000円X   12ヶ月@265,000円

自己資金

収 入 合 計 3,581,738

調 査 研 究 費

研 修 費

要 請 ・ 陳 情 活 動 費
}―

△
ム 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 箕

広 報 ・ 広 聴 費

人 件 費

使 途 項 目 決 算 額 ム|の うち政務活動☆ 充
H4

備 考

1,600

16;09o

2,312,8622,714,600

849,448

1,600

16,09o

849,448

支 出 合 計 3,581,738 3,180,Ooo

事 務 ・ 事 務 所 費
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Ⅲ

様式第 14号 (第 7条関係 )

令和 4年度   事業実施報告書

会派の名称 。議員氏名 自由民主党 。市民クラブ

山口典子

山口典子事務所家賃・光熱費

事務所インターネット・電話代

事務所 プ リンターィンク代

事務所 事務用品代

レターパック購入費

延長 コー ド購入費

山口典子広報用 HP更新

「堺市議会議員 山口典子 ウェブサィ ト」

市政報告会 2/25分  大研修室使用料

市政報告会 2/25分 備品使用料

市政報告会 3/18分  ホール使用料

市政報告会 3/18分  ホール使用料追加分

市政報告会 3/18分 備品使用料

市政報告 1月 号 両面 2折 折込代

市政報告 地域版 熊野・三国丘・榎

市政報告 3月 号 十字折 り 折込

市政報告 ニュース 十宇折 り 折込

書籍購入代

書籍購入代

書籍購入代

書籍購入代

書籍購入代

書籍購入代

書籍購入代

主な事業・行事名 期    日 内 容 の 説 明
[事務・事務所費]

[広報・広聴費]

[資料購入費]

R4.4/1-R5.3/31

R4.4/1-R5,3/31

R5.2/2

R5,2/17

R5,2/24

R5.3/3

R5,3/18

R5,2/24

R5.3/24

R5,3/24

R5.3/31

R4/6/10

R4/7/11

R4/7/12

R4/8/4

R4/8/7

R4/11/24

R4/11/24
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計  帳  簿

自由民主党・市民クラブ

山口 典子会派の名称・議員氏名

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要講
,卜束情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

1

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

44.8 795,000 795,000 政務活動費4.56月 分受け入れ

4,4 22 l 26,400 768,600 プログ更新作業代 @

4,4 22 2 4,630 763,970 事務所インターネット,電話代 3月 分 ③

4 4 25 3 61,600 702,370 事務所家賃等 5月 分 ⑤

月 計 795,000 92,630

累 計 795,000 92,630 702,370
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

自由民主党・市民クラブ

山口 典子会派の名称 。議員氏名

1

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記裁でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

項 目 その他年月 日
整 理

番 号
収入額 支出額 残額 内容

レターパック購入費 ⑤4512 4 712 701,658

プログ更新作業代 ⑦4 5 26 26,400 675,258

61,600 613,658 事務所家賃等 6月 分 ⑤4.5,26

4.5,26 6-2 4,814 608,844 事務所インターネット・電話代 4月 分 ⑤

93,526月 計 0

795,000 186,156 608,844累計
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計  帳  簿

自由民主党・市民クラブ

山口 典子会派の名称・議員氏名

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務 。事務所費)

年月 日
整 理

番 号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目 その他

4,6.10 6-3 737 608,107 資料購入費 ⑥

4.611 7 1,600 606,507 ピンクリボン大阪 協力金 ②

4614 1,480 605,027 レターパック購入費 ⑨

4.617 9 633 604,394 事務用品購入費 ③

4.6.22 10 61,600 542,794 事務所家貨等 7月 分 ⑨

4 6.22 ll 26,400 516,394 プログ更新作業代 ⑦

4 6 22 12 4,666 511,728 事務所インターネット。電話代 5月 分 ⑨

4,6.22 13 2,216 509,512 事務用品購入費 ⑨

月 計 0 99,332

累 計 795,000 285,488 509,512

■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

自由民主党・市民クラブ

山口 典子会派の名称・議員氏名

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務。事務所費)

項 目 その他年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容

509,445 切手購入費 ⑥
）

475 14 67

795,000 1,304,445 政務活動女7,8、 9月 分受け入れ4.7,8

15 998 1,303,447 資料購入費 ⑥4,7.ll

⑥4,7.12 16 1,540 1,301,907 資料購入費

⑨4.721 17 1,440 1,300,467 事務用品購入費

⑦4,7.27 18 26,400 1,274,067 プログ更新作業代

事務所家賃等 8月 分 ①4,7 27 19 61,600 1,212,467

1,207,632 事務所インターネット・電話代 6月 分 ⑨4.7.27 4,835

月計 795,000 96,880

1,207,632累計 1,590,000 382,368
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

自由民主党 。市民クラブ

山口 典子会派の名称 。議員氏名

務所賃借料など)

2 「項 目」欄には(堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記戦する。 (次の番号の記載でも可)(① ,潟査研究費、②研修費、③要講

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費く

③事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

4.8.4 21 1,984 1,205,648 電池購入費・延長コード ③

4.8,4 22 5,335 1,200,313 資料購入舞 ⑥

4.8.7 23 2,420 1,197,893 資料購入費 ⑥

4.8.26 24 26,400 1,171,493 プログ更新作業代 ⑦

4.8.26 25 4,588 1,166,905 事務所インターネット・電話代 7月 分 ③

4,8.29 26 63,990 1,102,915 事務所家賃等 9月 分 ⑨

月計 0 104,717

累計 1,590,000 487,085 1,102,915
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名

自由民主党 。市民クラブ

山口 典子

ヽ

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

4.9.26 27 26,400 1,076,515 プログ更新作業代 ⑦

4.9,27 28 4,SSR 1,071,947 事務所インターネット・電話代 8月 分 ③

4,9.27 29 61,600 1,010,347 事務所家賃等 10月 分 ③

I

,

月計 0 92,568

累計 1,590,000 579,653 1,010,347

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■ ■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■

」

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

自由民主党・市民クラブ

山口 典子

⊃

会派の名称・議員氏名

の

務所賃借料など)

2 「項目」抑には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

1

)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

4.10.7 795,000 1,805,347 政務活動費10.11.12月 分受け入れ

4.10,25 30 26,400 1,778,947 プログ更新作業代 ⑦

4,10 25 31 61,600 1,717,347 事務所家賃等 11月 分 ⑨

4.10.25 32 4,616 1,712,731 事務所インターネット・電話代 9月 分 ③

月 計 795,000 92,616

累 計 2,385,000 672,269 1,712,731
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

自由民主党・市民クラブ

山口 典子会派の名称 。議員氏名

1

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項 目を記戦する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

4.11,12 33 2,208 1,710,523 切手購入費 ⑨

4.11.22 34 26,400 1,684,123 ⑦プログ更新作業代

4.11.22 35 61,600 1,622,523 事務所家賃等 12月 分 ⑨

4,11.22 36 4,679 1,617,844 事務所インターネット・電話代 10月 分 ⑨

4.11.24 37 2,750 1,615,094 書繕購入代 ⑥

4.11.24 38 2,310 1,612,784 書籍購入代 ⑥
I

月計 0 99,947

果計 2,385,000 772,216 1,612,784

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

自由民主党・市民クラブ

山口 典子

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

4,12,23 39 26,400 1,586,384 プログ更新作業代 ⑦

4. 12.23 40 61,600 1,524,784 事務所家賃等 1月 分 ⑨

4,12.23 41 4,679 11520,105 事務所インターネット・電話代 11月 分 ⑨

月 計 0 92,679

累計 2,385,000 864,895 1,520,105

務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

又 の

務所賃借料など)

2 「項 目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記殺する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

自由民主党・市民クラブ

山口 典子

年月 日
整 理

番 号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目 その他

5 1 lo 795,000 2,315,105 政務活動費1.23月 分受け入れ

5,1 12 42 26,120 2,288,985 事務所アリンター購入費 Ｑ^

5.112 43 5,760 2,283,225 事務所プリンターインク購入費 ⑤

5 1,26 44 972 2,282,253 事務所電話FAXイ ンクリボン ⑤

5.1.27 45 61,600 2,220,653 事務所家賃等 2月 分 ①

5.1 27 46 26,400 2,194,253 プログ更新作業代 e

5.1 27 47 4,841 2,189,412 事務所インターネット・電話代 12月 分 0

月計 795,000 125,693

累計 3,180,000 990,588 2,189,412

■ ■
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年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

522 48 5,968 2,183,444 告会 大研修室使用料 ⑦

5 2. 14 49 2,112 2,181,332 プリンターインク購入費 ③

5217 50 1,632 2,179,700 告会 備品代 ⑦

5 2 17 51 888 2,178,812 レターハック購入費 ⑤

5 2 24 52 21,840 2,156,(J72 告会 ホール使用料 O

5 2 24 53 4,567 2,152,405 ンターネット・電話代 1月 分 ③

5 2.24 54 26,400 2,126,005 ログ更新作業代 ⑦

5 2 24 55 601,040 1,524,965 市政報告 1月 号 両面2折折込代 ⑦

5 2 27 56 63,000 1,461,965 所家賃等 3月 分 ⑨

月計 0 727,447

累計 3,180,000 1,718,035 1,461,965

様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記哉する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
⑨事務 ,事務所費)

自由民主党 ,市民クラブ

山口 典子
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

1 又

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

自由民主党 `市 民クラブ

山口 典子

年月 日
整理

番 号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

5,33 57 15,120 1,446,845 市政報告会 ホール使用料追加分 ⑤

53,18 58 13,320 1,433,525 市政報告会 備品代 O

5 3.24 59 61,600 1,371,925 事務所家賃等 4月 分 ③

5.3,24 60 4,813 1,367,112 事務所インターネット・電話代 2月 分 r_9サ

5 3,24 61 3,570 1,363,542 事務所 電気代 3月 分 ⑤

5 3.24 62 369,600 993,942 市政報告 地域版 C)

5.3.24 63 684,640 309,302 市政報告 3月 号 十宇折り 折込 ⑦

5 3,25 64 26,400 282,902 プログ更新作業代 ⑦

53.31 65 684,640 -401,738 市政報告 ニュース十宇折り 折込 C

月 計 1,863,703

累計 3,180,000 3,581,738 -401,738
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参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称 ,議員氏名

自由民主党・市民クラブ

山口 典子

事務所名

所在地

兼用の有無

政務活動事務所

として使用する

割合

事務所関連経費

按分比率など

備  考

は、貸貸借契約書またはそ

管理責任者

(議員名 )

山口 典子

山口典子議員事務所

〒590-0946

堺市堺区熊野町東 3‐ 2‐27 堺 ドリーム ビル 201号室

TEL   072    ( 225 )  1562
□自宅兼事務所□専用 戸

~プ

予(賃貸借契約先 株式会社ヒューマンドリーム

□後援会事務所

□政党活動事務所

l也用途 との兼用

■ 有 ⇒

□ 無

国会社等 (関係団体)

延べ面積
39,05

ポ
賃借料

月額 77,000 円

(政務活動費充当額

※共益費含む

61,600 円)

80 %

備考欄参照

32.0ポ /延べ面積 (ポ )

時間の うち    時間

(次 のいずれかの説明方法を選択 )

げイ吏用面積による  使用面積

□使用時間による  月

維持管理

経費

□電気代・・・80  %  □水道代・・・80 %
ロガス代・・・  %   □固定電話代・・・ 80 %
□その他 (イ ンターネット通信費)・ ・・  80  %

%

月額

(政務活動費充当額 円 )

円

駐車場

賃借料
【所在地】

所有区分
□生計を―にしない親族  □第二者  □その他 (

※議員 と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

※ほとんどないが、政務活動以外の荷物を一部置くことがぁるため
山本典子 (本名)で契約 しているため、請求書、領収書は山本典子で記栽

※事務所・駐車場を賃借する場合

015

れに代わる書類の写 しを併せて提出すること。
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フ
′

亨
賃貸借契約書

(1 目的物

2019 年   10 月  19 1ヨ よ り   2021 年  10 月  18 日までの   2 ヶ年間

(2)契約翔関

(3)賃静

(注〕授込手獣料、引常 L ,ユ 賃得人の負れをする

(5)

(6)

(7)櫛 事項

_≧i_軍奎=`里 」_?f■■墜と皇9全嘔FttI里咀生ヒ聾全壷?生する,______十一~~~~一 ――一―――キーーーー

_生 _負笙婁空室И?儡喚■豊型す登
=生

■・_壁?=受隻妥

“
=々

Ⅲ2と
=■

___十一―~キ ~―キーーーーーーーー

キ

“

口臀褒墜T宝騨獲藍整望り望い■警彎撃立食と

'生 =々
.ヱ拠 杢す登雲響理眸堂¢鞭 裏哲壁!=二 __

___坐ず
=哲

距 ■ぞ
=_ヒ

._裏獲憂劣隻Ⅲぞ■■■経全整堡弾雰弾上■g_【型ユ杢妥

“

【饗J■工■1す鍵_____

_キ _蔓、_貿則響肇型雪彎豊受生豊全・_聖W笹攣I整智ЩW堂澤型主食4と コ■全却弾璽娑生叫 す力F___

_キ _隻 主 ユ 杢 要 Ⅲ Ⅲ ?ヒ と て
も 継 柱 で き る も の

と
す る 。 ___キ _____一 一 ― ― ―

十
一 一

~~十
一 ―

~キ ~一
― 一 ― 一 ―

卜__=劉理聾製?挫Ⅱ雲
=壺

室邸単?:1迎唾と【?皇饗生オる■2と二■_____十~~~~~一―一――

__r_F獲聾 生 里空堅 壁?雖睡 瞥 製 埜 i・挙 雖 隻生2て4し妻 空空埜 墜____
___曳 を こ 0誉 オ 揮

=里

■ ■ 登 2生 す 登 !___十 ~~~~キ
ー

キ
ー ー

十 ~~~キ ~―
一 ― ―

十

一

~~十
一

十
一 ― ― ― ― ― ―

_ξi_揮堅塑弾 ぞと埋軽管管

“

そf里と立食蔓2生オOr_鯉■■塑1貞Ⅲ登隻理嬰空■__________

_善_杢
=萎

聖要嬰上?玉工聟駆塑壁上守要里笙登担い壁 ■4ィ______一 十~~~~~~

円(Bll途 消費税)

Ｏ
ｐ
『

典 子人ューマンドリーム人

間取 (1

27号3T2

堺 ドリーム ビル

( 39.05

番号  ( 2階  201弓 室 )
事務所    )

フ ィ 4構  造

名  称本
傷
件
表
示

一円

一円

―円

―円

―円

70,000円

(消費機則途要)

(消費IBとBIJ途要)

月 額 合 計 (消費税別途必要)

65,000関

S,(Xlll円

(骰■無し)

二
円

―円

賃料

共査費

駐綸代

月
額
賃
貸
料

―円

―円

― 円

日

銀行名

支店 !々

種 別

フノガナ

名 義 人

込 み

日普通

H

株式会社 とューマン ドリーム

りそな銀行

船場支店

カプンキガインヤとユーマンドリーム
支払方法

振込 口座

本町 ドリーム ピル 9F
TEL 06■243■037ヒューマンドリーム

3-2-6

住所

氏名 彊 L  06-6921■ 111イセイシュアーサービス

1-4-20-8F

建 物

所有者

管理者

Ⅲ〕|イ オ t ittRIよ学校オ生■月Fl11す 二 手峠    江市 化

を甲に支払うものとする。



9 乙は退 去時 にハ ウス ク リー エ ン

[以 下余 白]

貨借 人 1ま、

す る為、本書 2通 白署名 び質借
1条

憲】岳ζ3モfH霧
鈷ガよ4喉跡∫休ηこ墳マ、こ:督我蕩こぎを与|チ憂軽;邑尭癌れギ雫腺魏を寵i

第 2条 I使用目的〕
乙は、頭等 (1)に融戦する用途を目的として本物件を使用とフなければならないぅ

第3条 【契約翔阿】
】 賃貸借期間は、頭書 (2)に記哉サるとおりとする。
2 甲は夕_:約期層'溝 rの 6_ヶ 月前遠に、乙ti 3 ヶ月前症にそれぞれ相手方に対とフ書面による異霧申し出の無

い場合は同一条件にて更新されるものとし、以後も脚様とする.

3 契約翔間の更新tiあ たり、′Ⅲは更新科として、頭書 (3)に配様の更新*キ を甲に支払うものとする。 (法定更新
時も同様とする)

第4条 【齢 等】
よ 乙1■、頭書 (3)に記域の賛料、共益費、駐車料、その他(以下『賃料等』としヽう)は 、耳真書 (4)1二記載された

とおり甲の指定する方法にて支払わなければならないc

2 1,月 に溝たない月の資料等は、その月の日数で日割計算した額とする。住止ン、投約が月の途中で終了モンた塀合
は厨割計算を行わず、とは終 r月 分全額を甲に支払うヾ

3 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、鶴説の_i、 賃料等を改庁することができる。

S 圭篭氏億盛協伝幕憩Rそ群嚢患毯雫今号召冦テ返姦巣格遷g言震森懇京集亀望を驚宮推場合。
③ 近傍同種の建物の賛料等と此校とンて不牛目当となった場合ャ

第5条 【構経費】
本物件の億気、ガス、 と下水道、廃材処理、電話等の使嬬料および町会費等は、乙の負ヤgと する。

第 6条 I付属施設費】
ZJは本物件に付属する施設がある場合ti頭書 (3)に記戦の付属施設費を賃料等支払い時に貨科学に加算して支払う。

第 7条 Iユ狂損害金】
れは、賃料・共益費その社、甲に対する債務の支払を怠った場合fi、 支払鶏日の翌磨から支払の日まで年14 6%の
割合による遅廷損害金を付加して支払わなければならない,

第 8条 I敗金契約の善全】
1 乙は、本契わから生ずる債務の担保として頂書 (3)に 記載する数金又球保証金 (以 ド『敷金等Jと いう)を 甲

に頑け入れるものとする。尚、致後は無利息とする。
2 乙は本物件を明け渡すまでの間、教金等をもつて貨料等、その他の債務と相役することができないぅ
3 乙は永金返還請求権を第二者に譲渡又ti質権設定等の行為をと′てlュならない。
■ F触、本契約が終了(ン 本物件喫淡にフ先丁、並びにるの負担すべき債務の完済を確認後 30日 以内に敷金等 (償却

分除く)を乙に返還しなければならない。但 t´ 、甲は本物件の研渡し時if、 賃料等の滞納、原状回復に要する費
用の未払いその他の本契約から生ずるとの債務が存在する場合には、当該債務の額を敷金等、から差し引くこと
ができる。

5 前項但し春きの場合|こ は、早は、数金等から差 t´ 引く債務の額の内訳をとに明示と夕なければならない。
6 弟4項の精算において敷金等をもってしてく)不 足ある時は、8ふ甲からのr介求があった場合速や方→二不足額を支

払うものとする。
7 頭帯(3)|こ 「償却」及び「解約引き」の条件記取がある時は、故在等より割合に乗じた額又は祀載額Fi甲が取得

し、乙に返還されない。
S 契約更新tこより賃科が増雲I氏 になった場合は、それに伴う敷金等の差額を預iす 人オRる ものとする。
9 乙

`工

、万一本物件に設定されてぃる抵当権が実行 (競蒼、藩ネl)された場合It、 買受人に対し、敷金等返選を請
求できなくなる場合があることを予め承諾1る。

第 9条 I礼金契約の場合】

と̀は 、礼金として頭0(3)に 杞載する金額を本契約稀特■同時に甲た支払う.R全は甲が取得し、窪由を閣わずと
に返激 な́い。

第10条 I鍵の保管】

I れは契約時Iこ 借
'ロ

モンた特定の難そのものを,Iヤ 共明渡し時に返却しなければならない。
2 rt古月中の確を、 11日 で↑ゝ紛失 t′ たときは、ほちに甲に連絡と、モの1麟 示|こ ょり錠前 ‐式の取誉工事をする.取替

費用は乙―が負担する
=

第11条
二奮1講軍詈定とな峯を得ること衆く、次の二とをしてはなら狙
① 木物件の全部又li 都|こつき、賃借権を毅渡と、または賃借物を低貸

'る

● 。́

② 本物件の増設、改築、改造又ti模様番え若 t´ く,■ 本物件の数地内にJ_作物を設置すること.

⑤ 本物件の契約時に居住者名簿:こ 記段きよた者以外の者を同居させること
,

0 本物件の一部又蕉全部のl吏用協的を変更すること,

O 本物件内でベント (鳥獣類・小動物孝を含む)の痴育 持ち1入 むこと!

2 乙は、本物件において次のことをしてはならない。

O 暴力組織かヽの加入又ti暴力組織関係者の出入り等」

② 宗教団体の強制拗誘活動又は違法者しくは社会通念上41当 でない販ヮ■活壷れ及び宗教活動等。
③ 本物件の故地内うたはベランダ等に構,と物を設ける単f、 敷地の現況に変更を加えること。
③ 大音量でテレビ、音響機器等の操作、楽器等の演奏等により近隣の平f_嘔 な生活を妨げること:

⑥ 階段、廊下、通路毎の美用部分及びベランダ外部に看板、ポスター等の広告物を撮示すること。
⑤ 本わイ牛内に禁伸l品 、危険物を持ち込み又は保管すること,

0 分韻賃貸の場合は管理規約、使用細剤に進反すること。
⑤ その他社会通念上相当でないと認められる行為を行なう子と。

第 12条 I契約の好除】
1 早1ま、次に掲げる事項の事白1エ ーつても族当した場合には何等の催告を要しないで直ち

`こ

本契約を解除すること
ができる゙

① 賃料等の支払いを1=月 以上怠ったとき。

③ 資料等の支払いかしばしぽ遅廷し又は第■をから差押え等法的手縦きを受けた事によりその支払い能力が

ないと甲が艶lめ た時―

⑥ 貸料等未払いの蕉表 lヶ 月以上の長蒻不在により賃佑権の行使を離統する意思がないと甲が認めたとき。
④ 入居申込書に虚鶴の事項を記取し、その他不正な手段により本物件 、́人唇 tン たとき0

⑤ 乙が暴力翻・暴力主義的破壊活動を行う団体 (宗教・政治団体)及びその関係者 (以 下、経して「団体等ど
という)であつたとき。また、その団体等を本物件内に反復、継続して出入りをきせる等、近隣の平将を害
する悉れのある行為があつたときや、その団体等の事務所もしくは拠点として使デドした場合、あるヽ ■ま第二

者に同様の目中として使用することを詐容した 場合.                 .
⑤ 乙又は同居人に刑事事件、その他著しくfき用を失墜させる行為があつたとき.

0 「分議賃貸物件で警理規約、使用細ヨllに遂反し、有害な(f為 によつて共同生活上の障害が著しく その他の
区分所有者どの夫l自]生活の維持を図ることが困難であると、管理組合が判断と乙て「フ`退芸を決議したとを,

⑤ 乙が死亡し、又は乙につき成年後見入、保佐人、補助人が選任されたとき。
③ `′が解散し、又1■破蓮手綻酪始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の辛立てがあったとき.

2 甲は、乙が次に掲げる義務にたt反 モ́た場合には相当の期間を定めて催告をした上で本契約を解除することができ
る。

① 第 2条に規定する本物件の使用自的厳守義務。
② 乙の共同生活の秩序維持義務ぅ

0 第 11条各項の禁上又は制限される行為の厳守義務.

④ 各市区町村の定めるゴミに関する日長守勇務。
3 と.は 、万一本″J件 に設tされている抵当権が実行された場合は、買受人に対し、6ヶ 月以内に本物伴を明渡さな

ければならない場合があるiと を手め承諾する。
第 13条 I拠 J

ユ 乙は、本物件を善良なる管理者 (入 居ををいう)の注意義務を )ヽつ てイ度用しなければならない。又,と,の故意遇
失により生した破子員・汚損7)修 I早に要する費用は、ど」が負担しなければならない。

2 乙の人居中におiす る本物件の下記の修理・補修・取替・調整・張答・紛失等に要する費用は乙の負担とする。
壁 天丼・床 。関住Ol・ 外国り建具・洗面所適り。トイレ題り・浴室廻り・玄F,襲理り,台所遡り・電気設備・給
湯器・給排水・ガス設備・冷竣房設備・磐・ポスト類・備品 ‐その他付属設備.

r)自 然界の外気′量度〔ア)変化等による本物件f者 の水道管や給排水書の凍結・破裂・損傷・汚発等の修理は甲の負担と
し、結露たよる損傷・汚損等の修理はこの負担をする。

4 賃借物件 tこ 撲け る修理その他の工事の 一切は、甲の指定する業者又は予め甲の承認した業者にさせるものとする。
S ttti、 貸室・建物共踊部および敷地内の費用施設にて修理を必要とする衛所を発見したときにti、 直ちtこ 甲に通

知しなければならない。
第 14条 :好約】

1 解約の申入れ1■書面を毛,つ てとなければならない。
2 乙は甲に対と́～ュ _ヽ_ケ 月前迄に解約の中入れを行うことにより本契約を解約iる 工とができる.イロし乙ft解約申

ヌ、れの日から 3 ヶ弓分の賃料等を支払うととにより解約申入れ日から起算 |´ て 8 ヶ月を経過するまで
の間、随時本契約を解約することができる.

3 乙は、解約の串入れ後、甲もしくイ主管理者の書面による承講がないかざり取消変更できないものとする.また

これによ 、́て生ずる甲の標菩成と、が負担する()のとする。

日を を薪紺する.

のうえ、

Ｏ
Ｐ
∞

-2-



第1:条二与喜i,二書草告二自ヨ子
鵞恩諄を意倉で得電堺彗貨子|〔   后俸な哲環子(:と

とがときる'この場有f

鞭 聾 :響
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氏編就 T独 蜘 攀
i溝 作、そ
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ノイ
「

の設備等を散 去モ́、契杓」i初 ′,原 法に復 と
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第16条 【立入り】
1 :i:::醤

:ξ::::::::ξ
i与:::黍:麓ご訂義:憂ξ与:与:::解:::

第1:条 ::与:こ与鞘 ?誕ヨ::::馨 :::を与与争軍f彗糠七ζとを:与ξ:亘≧

1

2

3

1

第20条 【契約の終了】   ,

療養嵩奪≧余造慈ffr,棗
こ‖
・

準 韓 端 こより本郷 為 常ぃ胤 こ世■る予 ができたぃ 出 ょ

第21条 I遵守事項】

1雲

肇 輔 輝 群

融 穀 埋 羅 鹸

`

第 2を 条与伝長F規
8こ従吐 鰯 雄 描 守よ 他の離 艶 引こ聡 の構 とな桁 終 をい9ま なら狂

lll及び乙は、本契約キに定めがない事項及び本契約書の条坂の解釈について疑発が生した場合は、民法その他の法令
及び償習に従い、敵意をもって協議し、解決するものとすも。

第23条 【警轄裁判所〕

甲及び乙は、本契約から生ずる権rll税務について紛争を生じtと きは、本物件の所布者である法人の本社所在地を管
車占する笛涙,す食判所及び地方裁判所を専盛霞:轄裁判所とすることに同意す /ジ 。

第24条 〔裁判費用】

賃科下払等のるの債務不履行および不法行為のため、甲がやむなく提連した賃貨契約の解約、本物件の羽渡と、賃料
の支払等を求める裁判手l続 きに係る印釈代、揮手代、弁護士費用、鑑定費用、その他の費用ィたとの負担士する.
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ヤ大阪府大阪市中央区本町 3●ウ ー6 本町 ドサームビル 9F

株式会社 帯

代表取締役 高関 耕治 T F と  06-6243-8037

鍵 受 領 書
ヒユ~マン ドジー
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数 ?年 FD月 17日

入り口 (メ ーカー  

…

)NO.         盈  本

以上、正に受領致しました。尚、明渡しの際には芝げ返却致します。万一、本カギを紛失し
ギを同メーカーのものと交換する費用を私が負担致します。
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